
 

 
 

科 所 長 会 議 

令和２年２月１２日 

就業規則等の改正（案） 

 

就業規則等の主な改正事項 

◆ 令和２年４月１日施行 

１．人事制度の見直しに伴う改正 

 

（１）欠格条項(解雇事由)に関する改正 

〔教職員就業規則、教職員給与規則、教職員退職手当規則、短時間勤務有期雇用教職員就業規則、非常勤講師就

業規程〕 

・成年被後見人及び被保佐人に係る欠格条項（解雇事由）を削除 

 

（２）有期雇用教職員の人事異動（配置又は業務の変更、昇任等）に関する改正 

〔再雇用教職員就業規程、特定有期雇用教職員の就業に関する規程、（特定）短時間勤務有期雇用教職員の就業に

関する規程〕 

・特定有期雇用教職員、(特定)短時間勤務有期雇用教職員及び再雇用教職員の人事異動（配置又は業務の変

更、昇任等）の範囲を明確化。 

 
（３）サバティカル研修に関する改正 

〔教員サバティカル研修規程、特定有期雇用教職員の就業に関する規程〕 

・国内での研修も可能であること及び適用される教職員の範囲を明確化。 

・取得要件である継続勤務期間の短縮、教員自身や部局の事情も考慮した分割取得及び始期について研修先

の国内外の研究機関等との柔軟な調整を可能とするよう、必要な事項を規定。 

 

２．給与制度の見直しに伴う改正 

 

（１）住居手当の見直し〔教職員給与規則、短時間勤務有期雇用教職員就業規則〕 

・手当の支給対象となる家賃額の下限の引上げ（12,000円→16,000円） 

及び手当額の上限を引上げ（27,000円→28,000円）。 

 

（２）宿・日直手当の見直し〔教職員給与規則、短時間勤務有期雇用教職員就業規則〕 

・労働基準法により、宿・日直手当額は、各施設の宿・日直従事者の賃金の１人１日平均額の３分の１を下

らないものであることとされていることから、部局への調査結果を踏まえ、大学院農学生命科学研究科附

属牧場につき当該３分の１の額を超えるよう、手当額を引上げ（6,200円→6,500円）。 

 

（３）特別貢献手当の新設〔年俸制給与の適用に関する規則〕 

 ・教育、研究及び大学運営等において特に顕著な業績、成果及び貢献が認められた年俸制給与が適用され

る教職員を処遇できるよう新たに特別貢献手当を規定。 
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（４）短時間有期雇用教職員の諸手当の見直し 

〔短時間勤務有期雇用教職員就業規則、特定短時間勤務有期雇用教職員の就業に関する規程、年俸制給与の適用

に関する規則〕 

 ・業務の特殊性に応じ、その業務への従事の実態に対して支給される手当の支給対象となる職を見直し、 

（特定）短時間勤務有期雇用教職員及び特定有期雇用教職員などの年俸制給与が適用される教職員に対して

支給できるように規定を整備。 

３．休暇制度の見直しに伴う改正 

 

  休暇制度に関する改正〔短時間勤務有期雇用教職員就業規則〕 

・「結婚」及び「配偶者の出産」にかかる特別休暇（有給）を新設 

・「業務上の傷病」にかかる特別休暇の対象範囲に、「通勤途上の傷病」を追加するとともに、有給の対象と

なる日数の制限（現行は最初の３日の勤務日に限り有給）を廃止 

・「生後１年未満の子の保育」、「生理」、「私傷病」、「骨髄移植」、「親族の追悼」、「社会貢献活動」にかかる特

別休暇を有給化 

 

４．研修制度の見直しに伴う改正 

 

研修に関する改正〔短時間有期雇用教職員就業規則、非常勤講師就業規程〕 

・業務上の必要がある場合に短時間勤務有期雇用教職員に対し、研修を命ずることができることとするほか

その他研修に関する必要な事項を規定。 

 

５．その他制度見直しに伴う改正 

 

（１）在宅勤務制度の本格稼働に伴う改正〔教職員就業規則、短時間有期雇用教職員就業規則〕 

 ・今年度試行実施していた在宅勤務制度を本格稼働するにあたり、必要な事項を規定。 

 

（２）パワーハラスメント防止対策の法制化等に伴う改正 

〔教職員就業規則、短時間有期雇用教職員就業規則〕 

・パワーハラスメント防止対策の法制化に伴い、必要な事項を規定。 

・妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント及びパワーハラスメントを明文化。 
 

（３）神岡地区事業場の設置〔教職員の環境安全衛生管理規程〕 

・安全管理体制を強化するため、神岡地区事業場を設置。 

 

６．その他字句の修正等に伴う規定整備 

 

・勤務１時間当たりの給与額の算出根拠についての規定を整備（役職手当を根拠に追加） 

・改元に伴う規定を整備 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

◆ 令和２年７月１日施行 

人事制度の見直しに伴う改正 

職域時間限定職員制度の創設 

〔教職員就業規則、教職員法定外災害補償規程、年俸制給与の適用に関する規則、職域限定職員の就業に関する

規程〕 
・多様な雇用制度の一環として、職域限定職員（就業の場所及び従事する業務を限定して雇用する職員）制度

に、勤務時間を１週間３０時間以上３８時間４５分未満に限定して雇用する職域時間限定職員制度の創設 

 

 

 

 

◆ 令和３年４月１日施行 

１．人事制度の見直しに伴う改正 

 

学術支援専門職員及び学術支援職員に関する改正 

〔特定有期雇用教職員の就業に関する規程、特定短時間勤務有期雇用教職員の就業に関する規程、年俸制給与の

適用に関する規則〕 

 ・学術支援職員及び学術支援専門職員を廃止し、学術専門職員をおく 
 

２．給与制度の見直しに伴う改正 

 

短時間期末手当の新設〔短時間勤務有期雇用教職員就業規則〕 

 ・賞与に相当する短時間期末手当を新設。 



 
 

 



 

 
 

 
 



 




